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二
〇
一
〇
年
版
外
交
青
書
に
お
け
る
竹
島
に
つ
い
て
の
記
述
に
対
す
る
韓
国
政
府
の
抗
議
に
関
す
る
質
問
主
意

書

本
年
四
月
六
日
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
は
、
二
〇
一
〇
年
版
外
交
青
書
を
閣
議
決
定
し
た
。
そ
の
二
十
九
頁
に
、
「
な
お
、
日

韓
間
に
は
竹
島
を
め
ぐ
る
領
有
権
の
問
題
が
あ
る
が
、
歴
史
的
事
実
に
照
ら
し
て
も
国
際
法
上
も
明
ら
か
に
日
本
固
有
の
領
土

で
あ
る
と
い
う
竹
島
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
立
場
は
一
貫
し
て
お
り
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
な
ど
に
よ
り
対
外
的
に
周
知

す
る
と
と
も
に
、
韓
国
側
に
対
し
て
累
次
に
わ
た
り
申
し
入
れ
て
い
る
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
に
対
し
、
韓
国
外
交
通
商

部
は
同
日
、
高
橋
礼
一
郎
在
韓
国
日
本
国
総
括
公
使
を
呼
び
、
抗
議
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す

る
。

一

報
道
に
よ
る
と
、
高
橋
公
使
は
韓
国
外
交
通
商
部
の
張
元
三
東
北
ア
ジ
ア
局
長
よ
り
、
竹
島
問
題
に
関
す
る
韓
国
政
府
の

立
場
を
説
明
し
た
書
類
（
以
下
、
「
書
類
」
と
い
う
。
）
を
手
渡
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
高
橋
公
使
は
、
具
体
的
に

ど
の
様
な
抗
議
を
受
け
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
書
類
」
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

抗
議
を
受
け
た
際
、
高
橋
公
使
は
ど
の
様
な
反
論
を
行
っ
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

一



四

高
橋
公
使
が
抗
議
を
受
け
て
か
ら
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
に
対
し
て
ど
の
様
な
報
告
が
な
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
、
岡

田
大
臣
よ
り
ど
の
様
な
指
示
が
出
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


